
【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】    

津島市社会福祉協議会 

津島市上之町 1 丁目 60 番地 

（総合保健福祉センター内） 

電話・FAX 25-8411 

http://www.tsushima-shakyo.or.jp 
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津島市社会福祉協議会は・・・ 

「みんなでつくろう 笑顔あふれるまち つしま」という基本理念のもと 

地域福祉活動を中心に様々な活動を展開する民間団体です。 

♪主な事業♪ 

各種事業各種事業各種事業各種事業    

・福祉相談事業 

（結婚相談・法律相談・心配ごと相談） 

・ママの気持ちでんわ 

・ボランティアセンター 

 （相談・保険等） 

・赤い羽根共同募金運動 

・車いす・特殊寝台の貸出 

・生活福祉資金貸付事業 

・ボランティア講座 

・災害支援ボランティアセンター立ち上げ 

訓練  など 

 

 

生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業    

働きたくても働けない、住む所がない、 

家賃を払えないなど生活の困りごとを 

支援員が一緒に考え、解決へのお手伝いを 

します。 

詳しくは裏面をご覧ください。 

 

介護の相談・障がい者支援に関すること介護の相談・障がい者支援に関すること介護の相談・障がい者支援に関すること介護の相談・障がい者支援に関すること    

・つしまし社協居宅介護支援事業所 

（ケアマネジャー） 

・つしまし社協障がい者相談支援事業所 

・つしまし社協訪問介護事業所 

（ホームヘルパー） 

・日常生活自立支援事業 

 

社協くらしサポート社協くらしサポート社協くらしサポート社協くらしサポート    

介護保険や障がい福祉サービス等の公的

サービスで対応できないちょっとした困

りごとのサポートをします！ 

※上の４つの事業所をご利用の方に限 

ります。 

 

 

 

 

社会福祉協議会発行の「福祉だより」が

4・7・10・1 月に市政のひろばとともに

各戸配布されています。 

ぜひご覧ください。 

    

会会会会会会会会員員員員員員員員募募募募募募募募集集集集集集集集ののののののののおおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ        

毎年 7 月 1 日～7 月 31 日は会員募集の強化月間となっています。 

一般会員（世帯単位の会員） ５00 円 

協力会員（世帯単位、個人の会員） 2,000 円  以上 

法人会員（会社、事務所、団体等の会員） 3,000 円 以上 

6 月中旬から各町内会代表者様のところへ伺いますので、よろしくお願いいたします。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。    

☆使い道☆ 

地域福祉の増進・ボランティア育成 

相談事業（結婚・法律・心配ごと） 

特殊寝台・車いすの貸出 

（貸出条件がありますのでお問い合わせください） 

など有効に利用させていただきます。 

『社協くらしサポート』が 

お手伝いさせて頂きます！ 

お気軽にご相談下さい！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある方への障がいのある方への障がいのある方への障がいのある方への    

“はたらく”情報発信フェア“はたらく”情報発信フェア“はたらく”情報発信フェア“はたらく”情報発信フェア

2015201520152015    

    

日時  6 月 28 日（日） 

午前１０時～午後２時３０分 

場所  津島市文化会館  

大ホール 

内容  情報交換、進路対策、個別相談 

 

お問い合わせ先 

 津島市障がい者総合支援協議会 

（津島市役所 福祉課） 

電 話 24-1111 

ＦＡＸ 24-1138 

 

神島田神島田神島田神島田コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティふれあいフェスタふれあいフェスタふれあいフェスタふれあいフェスタ    

    

日時 ６月７日（日） 

   午前９時～正午（雨天決行） 

場所 神島田小学校 

内容 無料体験ブース 

消防車試乗体験 

模擬店（ポップコーン、綿あめ、かき氷等）

フリーマーケット 

 

お問い合わせ先 

神島田小学校区 

コミュニティセンター 

 32－1411 

 

生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者への支援制度が始まりました！への支援制度が始まりました！への支援制度が始まりました！への支援制度が始まりました！    

 

 仕事や生活に困っている方へ就職や住居などをサポートします。相談窓

口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門機関と連携

して解決に向けた支援を行います。一人で抱え込まずに、まずはご相談く

ださい。 

 

・自立相談支援事業・自立相談支援事業・自立相談支援事業・自立相談支援事業    

仕事や生活の困りごとや不安を解決していきます！支援員が相談を受けて、ど

のような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄

り添いながら自立に向けた支援を行います。 

    

・・・・住住住住居居居居確保給付金の支給確保給付金の支給確保給付金の支給確保給付金の支給    

 離職などにより住居を失った方、または住居を失うおそれの高い方には、就職

に向けた活動をすることなどを条件に一定期間、家賃相当を支給します。 

※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。 

病気で働けない 

家族のことで悩んで

いる 

社会に出るのが怖い 

生活に困っている 


